
JP 5526112 B2 2014.6.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体が叩かれると、加速度センサのデータに基づいて当該筐体の叩かれた面を判断
し、当該叩かれた面に設けられている表示手段又は発光手段を点灯するように制御する制
御手段と、を備えることを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　筐体が叩かれると、加速度センサのデータに基づいて当該筐体の叩かれた面を判断し、
当該叩かれた面に設けられている表示手段又は発光手段を点灯するように制御することを
特徴とする表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加速度センサを内蔵した携帯電子機器、及び携帯電子機器を制御する表示制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話等の携帯電子機器では、バッテリセーブのために、無操作状態が一定時
間以上経過すると、表示部の電源をオフ状態に制御し、また、所定の操作が行われた場合
に、表示部の電源をオン状態に制御していた。
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【０００３】
　また、折り畳み型の携帯電子機器の場合には、折り畳み型の携帯電子機器を開状態に遷
移させたり、又はキー操作等が行われたりしたときに、表示部の電源をオン状態に制御し
ていた。
【０００４】
　ここで、例えば、使用者が携帯電子機器でメール等の操作を行っているときに、何らか
の理由で無操作状態が一定時間以上経過すると、表示部の電源がオフ状態に制御される。
その後、使用者が携帯電子機器の状態確認を行う際には、気軽に行えることが望ましい。
【０００５】
　また、携帯電子機器の内部に加速度センサを内蔵した技術として次のものがある。
【０００６】
　加速度検出手段と、加速度解析手段と、類型化した加速度パターン型等を記憶する第１
の記憶手段と、設定手段により設定された動作モードを記憶する第２の記憶手段と、実測
加速度パターンと類型化した加速度パターンとの対応を判別する判別手段と、その加速度
パターンと関係づけられた動作モードを実施させる制御手段とを備え、携帯電話機が受け
る加速度パターンに対して関係づけられた動作モード（例えば、加速度パターンに応じて
音を鳴らしたり、画像を表示させたりする）を実施する技術がある（特許文献１を参照。
）。
【０００７】
　このような技術を応用すると、携帯電子機器の状態確認を簡易に行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１４４８５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　一方、携帯電子機器は、その携帯性ゆえに様々な形態で保持され得る。例えば、携帯電
子機器が直方体形状であって卓上に載置する場合、六面のいずれかが上になるように載置
されるか不定である。ユーザが携帯電子機器の状態確認等のために携帯電子機器の表示を
確認したい場合、特許文献１の技術を用いると、加速度センサの検出に応じて表示を行う
ようにしても良いが、表示器が載置時に下向きになっている場合には表示を確認すること
ができない。
【００１０】
　本発明は、上述のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、端末の
保持、載置の状態にかかわらず、使用者が気軽に操作することにより、使用者が状態確認
を行うことが可能な携帯電子機器及び表示制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る携帯電子機器は、上記課題を解決するために、筐体と、前記筐体が叩かれ
ると、加速度センサのデータに基づいて当該筐体の叩かれた面を判断し、当該叩かれた面
に設けられている表示手段又は発光手段を点灯するように制御する制御手段と、を備える
。
【００１２】
　本発明に係る表示制御方法は、上記課題を解決するために、筐体が叩かれると、加速度
センサのデータに基づいて当該筐体の叩かれた面を判断し、当該叩かれた面に設けられて
いる表示手段又は発光手段を点灯するように制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、端末の保持、載置の状態にかかわらず、使用者が気軽に操作すること
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により、使用者が状態確認を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る携帯電話装置の外観を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る携帯電話装置を折畳んだ状態を示す斜視図である。
【図３】本発明に係る携帯電話装置の機能を示すブロック図である。
【図４】（Ａ）は、表示部側筐体部から見たときの外観図であり、（Ｂ）は、（Ａ）とは
異なる視点位置から見たときの外観図であり、（Ｃ）は、操作部側筐体部から見たときの
外観図である。
【図５】（Ａ）は、ＬＣＤ表示部側から見たときの外観図であり、（Ｂ）は、サブＬＣＤ
表示部側から見たときの外観図である。
【図６】加速度センサにより加速度を検出したときのＣＰＵの動作の説明に供する実施例
１のフローチャートである。
【図７】加速度センサにより加速度を検出したときのＣＰＵの動作の説明に供する実施例
２のフローチャートである。
【図８】加速度センサにより加速度を検出したときのＣＰＵの動作の説明に供する実施例
２のフローチャートである。
【図９】操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが閉状態の場合であって、（Ａ）は、サ
ブＬＣＤ表示部が露出しているときの外観図であり、（Ｂ）は、ＬＣＤ表示部が露出して
いるときの外観図であり、（Ｃ）は、（Ａ）又は（Ｂ）を裏面側から見たときの外観図で
ある。
【図１０】操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが開状態の場合であって、（Ａ）は、
ＬＣＤ表示部と操作部とが対向しているときの外観図であり、（Ｂ）は、（Ａ）を裏面側
から見たときの外観図であり、（Ｃ）は、サブＬＣＤ表示部と操作部とが対向しるときの
外観図であり、（Ｄ）は、（Ｃ）を裏面側から見たときの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００１６】
　図１は、本発明に係る携帯電子機器の一例である携帯電話装置１の外観斜視図を示す。
なお、図１は、いわゆる折り畳み型の携帯電話装置の形態を示しているが、本発明に係る
携帯電話装置の形態としては特にこれに限られない。例えば、両筐体を重ね合わせた状態
から一方の筐体を一方向にスライドさせるようにしたスライド式や、重ね合せ方向に沿う
軸線を中心に一方の筐体を回転させるようにした回転式（ターンタイプ）や、操作部と表
示部とが一つの筐体に配置され、連結部を有さない形式（ストレートタイプ）でも良い。
【００１７】
　携帯電話装置１は、操作部側筐体部２と、表示部側筐体部３と、を備えて構成される。
操作部側筐体部２は、表面部１０に、操作部１１と、携帯電話装置１の使用者が通話時に
発した音声が入力されるマイク１２と、を備えて構成される。操作部１１は、各種設定や
電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させるための機能設定操作ボタン１３と、電
話番号の数字やメール等の文字等を入力するための入力操作ボタン１４と、各種操作にお
ける決定やスクロール等を行う決定操作ボタン１５と、から構成されている。
【００１８】
　また、表示部側筐体部３は、表面部２０に、各種情報を表示するためのＬＣＤ（Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示部２１と、通話の相手側の音声を出力す
るスピーカ２２と、を備えて構成されている。
【００１９】
　また、操作部側筐体部２の上端部と表示部側筐体部３の下端部とは、ヒンジ機構４を介
して連結されている。また、携帯電話装置１は、ヒンジ機構４を介して連結された操作部
側筐体部２と表示部側筐体部３とを相対的に回転することにより、操作部側筐体部２と表
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示部側筐体部３とが互いに開いた状態（開放状態）にしたり、操作部側筐体部２と表示部
側筐体部３とを折り畳んだ状態（折畳み状態）にしたりできる。
【００２０】
　また、図２は、携帯電話装置１を折畳んだ状態の斜視図を示している。操作部側筐体部
２は、外平面部に、時計やメールの着信等が表示されるサブＬＣＤ表示部３０が備えられ
ている。
【００２１】
　また、図３は、携帯電話装置１の機能を示す機能ブロック図である。携帯電話装置１は
、図３に示すように、操作部１１と、マイク１２と、メインアンテナ４０と、ＲＦ回路部
４１と、ＬＣＤ制御部４２と、音声処理部４３と、メモリ４４と、加速度センサ４５と、
発光部４６と、電源制御回路部４７と、開閉検出センサ４８と、ＣＰＵ４９と、充電池５
０とが操作部側筐体部２に備えられ、ＬＣＤ表示部２１と、スピーカ２２と、ドライバＩ
Ｃ２３と、サブＬＣＤ表示部３０とが表示部側筐体部３に備えられている。
【００２２】
　メインアンテナ４０は、所定の使用周波数帯（例えば、８００ＭＨｚ）で外部装置と通
信を行う。なお、本実施の形態では、所定の使用周波数帯として、８００ＭＨｚとしたが
、これ以外の周波数帯であっても良い。また、メインアンテナ４０は、所定の使用周波数
帯の他に、他の使用周波数帯（例えば、２ＧＨｚ）に対応できる、いわゆるデュアルバン
ド対応型による構成であっても良い。
【００２３】
　ＲＦ回路部４１は、メインアンテナ４０によって受信した信号を復調処理し、処理後の
信号をＣＰＵ４９に供給し、また、ＣＰＵ４９から供給された信号を変調処理し、メイン
アンテナ４０を介して外部装置（基地局）に送信する。また、その一方で、メインアンテ
ナ４０によって受信している信号の強度をＣＰＵ４９に通知を行う。
【００２４】
　ＬＣＤ制御部４２は、ＣＰＵ４９の制御にしたがって、所定の画像処理を行い、処理後
の画像データをドライバＩＣ２３に出力する。ドライバＩＣ２３は、ＬＣＤ制御部４２か
ら供給された画像データをフレームメモリに蓄え、所定のタイミングでＬＣＤ表示部２１
又はサブＬＣＤ表示部３０に出力する。
【００２５】
　音声処理部４３は、ＣＰＵ４９の制御にしたがって、ＲＦ回路部４１から供給された信
号に対して所定の音声処理を行い、処理後の信号をスピーカ２２に出力する。スピーカ２
２は、音声処理部４３から供給された信号を外部に出力する。
【００２６】
　また、音声処理部４３は、ＣＰＵ４９の制御にしたがって、マイク１２から入力された
信号を処理し、処理後の信号をＲＦ回路部４１に出力する。ＲＦ回路部４１は、音声処理
部４３から供給された信号に所定の処理を行い、処理後の信号をメインアンテナ４０に出
力する。
【００２７】
　メモリ４４は、例えば、ワーキングメモリを含み、ＣＰＵ４９による演算処理に利用さ
れる。なお、メモリ４４は、着脱可能な外部メモリを兼ねていても良い。
【００２８】
　加速度センサ４５は、携帯電話装置１に与えられた加速度を検出し、検出結果をＣＰＵ
４９に出力する。
【００２９】
　加速度センサ４５は、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向及びＺ軸方向の加速度を検出する３軸（３次
元）タイプであって、携帯電話装置１の外部から加わった力（Ｆ）と携帯電話装置１の質
量（ｍ）に基づいて、加速度（ａ）を測定する（加速度（ａ）＝力（Ｆ）／質量（ｍ））
。
【００３０】
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　また、加速度センサ４５は、例えば、圧電素子によって携帯電話装置１に加わる力を計
測して軸ごとの加速度を求め、数値データ化してバッファリングする。そして、ＣＰＵ４
９は、周期的にバッファリングされた加速度データを読み出す。なお、加速度センサ４５
は、圧電素子（圧電式）に限らず、ピエゾ抵抗型、静電容量型、熱検知型等によるＭＥＭ
Ｓ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）式や、可動
コイルを動かしてフィードバック電流によってもとに戻すサーボ式や、加速度によって生
じる歪を歪ゲージによって測定する歪ゲージ式等により構成されても良い。
【００３１】
　発光部４６は、電源制御回路部４７から供給される電圧に基づいて発光するように構成
されており、例えば、ＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）により構成
されている。なお、図３では、簡単のために、単一の発光部４６を示すが、実際には複数
の異なる発光部を有している。
【００３２】
　また、図４は、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とを折り畳んだ状態（折畳み状態
）を示しており、図４（Ａ）は、表示部側筐体部３側から見たときの外観図を示し、図４
（Ｂ）は、図４（Ａ）とは異なる視点位置から見たときの外観図を示し、図４（Ｃ）は、
操作部側筐体部２側から見たときの外観図を示す。
【００３３】
　また、図５は、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とを開いた状態（開状態）を示し
ており、図５（Ａ）は、ＬＣＤ表示部２１側から見たときの外観図を示し、図５（Ｂ）は
、サブＬＣＤ表示部３０側から見たときの外観図を示す。
【００３４】
　また、本実施例においては、発光部４６は、携帯電話装置１の全ての面（Ａ面、Ｂ面、
Ｃ面、Ｄ面、Ｅ面及びＦ面）における任意の場所に、１個又は複数個露出するように構成
されているものとする。
【００３５】
　電源制御回路部４７は、充電池５０が接続されており、充電池５０から供給される電源
電圧を所定の電源電圧に変換し、変換後の電源電圧を発光部４６等に供給する。なお、電
源制御回路部４７は、他の電子部品や機能ブロック等にも電源供給することは勿論のこと
である。
【００３６】
　開閉検出センサ４８は、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが互いに開いた状態（
開放状態）と、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが折り畳まれた状態（折畳み状態
）とを検出し、検出結果をＣＰＵ４９に供給する。したがって、ＣＰＵ４９は、開閉検出
センサ４８から供給される検出結果に基づいて、常に、携帯電話装置１の開閉状態を確認
することができる。
【００３７】
　具体的には、開閉検出センサ４８は、携帯電話装置１が開状態の場合には、フラグを「
１」にし、携帯電話装置１が閉状態の場合には、フラグを「０」にする。ＣＰＵ４９は、
フラグの状態に基づいて、携帯電話装置１の開閉状態を確認する。
【００３８】
　ＣＰＵ４９は、携帯電話装置１の全体を制御しており、特に、ＲＦ回路部４１、ＬＣＤ
制御部４２、音声処理部４３及びカメラ（不図示）に対して所定の制御を行う。また、Ｃ
ＰＵ４９は、先に述べたメインアンテナ４０による電波状態や充電池５０の残量、不在着
信及び未読メールの有無等の内部状態を監視しており、この結果に基づいて、発光部４６
の発光色を変更したり、ＬＣＤ表示部２１とサブＬＣＤ表示部３０の表示内容を変更する
制御も行う。
【００３９】
　ここで、加速度センサ４５とＣＰＵ４９の動作について説明する。
【００４０】
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　加速度センサ４５は、電源制御回路から一定の電源電圧が供給されており、携帯電話装
置１の向きが変化する際に、その変化を加速度データとして検出している。そして、ＣＰ
Ｕ４９は、これを読み出す。また、ＣＰＵ４９は、読み出した加速度データに基づいて３
軸ごとの傾斜量を求める所定の演算を行い、携帯電話装置１が大地を基準にして、どの面
がどちらの方向に向いているのかを把握する。
【００４１】
　また、加速度センサ４５は、携帯電話装置１に対してある一定以上の力が加えられた場
合、その加速度を検出する。ＣＰＵ４９は、３軸分の加速度データを読み出し、当該加速
度データに基づいて、加えられた加速度（３軸の変動値から求められる合計ベクトルのス
カラ量）が第１の閾値以上かどうかを判断し、第１の閾値以上の場合には、当該加速度の
方向（合計ベクトルの方向）と大きさを算出し、かつ携帯電話装置１に対して力が加えら
れた面（加速度の方向とは反対側の面）を算出する。
【００４２】
　なお、ＣＰＵ４９は、加速度センサ４５から供給された加速度データに基づいて、所定
の演算により、加速度の方向と大きさ、及び力が加えられた部分（面）を算出しても良い
し、メモリ４４に予め記憶されているテーブルを参照し、加速度センサ４５から供給され
た加速度データに対応する加速度の方向と大きさ、及び力が加えられた部分（面）を算出
しても良い。
【００４３】
　ＣＰＵ４９は、携帯電話装置１に対して力が加えられた面に設けられている発光部４６
が点灯するように電源制御回路部４７を制御する。また、ＣＰＵ４９は、携帯電話装置１
に対して力が加えられた面にＬＣＤ表示部２１やサブＬＣＤ表示部３０が設けられていた
場合には、ＬＣＤ表示部２１やサブＬＣＤ表示部３０を駆動するように電源制御回路部４
７を制御する。なお、ＣＰＵ４９は、発光部４６の発光色、ＬＣＤ表示部２１とサブＬＣ
Ｄ表示部３０の表示内容については、内部状態の監視結果に基づいて特定する。
【００４４】
　したがって、本発明に係る携帯電話装置１は、使用者が第１の閾値を超える程度の加速
度を携帯電話装置１に加えた場合に、その叩いた面に設けられているＬＣＤ表示部２１や
サブＬＣＤ表示部３０や発光部４６を内部状態に基づいて点灯させるので、例えば、サブ
ＬＣＤ表示部３０により時計表示を行わせる際に、サブＬＣＤ表示部３０が設けられてい
る面のどこかを叩くことにより、サブＬＣＤ表示部３０に時計表示を行わせることができ
る。また、サブＬＣＤ表示部３０が設けられている面に、時計表示等を行うための押圧操
作キーを別途設ける必要がなく、デザイン及び設計の自由度を図ることもできる。
【００４５】
　ここで、加速度センサ４５が反応する閾値の設定について説明する。
【００４６】
　第１の閾値を低く設定すると、加速度センサ４５の感度が敏感になり、少しの振動でＬ
ＣＤ表示部２１等の点灯動作が行われてしまい、充電池５０が無駄に消耗されてしまう。
一方で、第１の閾値を高く設定すると、加速度センサ４５の感度が鈍感になり、使用者の
意図に反してＬＣＤ表示部２１等の点灯動作が行われにくくなってしまう。
【００４７】
　したがって、加速度センサ４５が反応する閾値は、ある一定の幅を有していることが好
ましい。
【００４８】
　そこで、加速度センサ４５は、第１の閾値未満あるいは第２の閾値を超える加速度を検
出した場合には、ＬＣＤ表示部２１、サブＬＣＤ表示部３０又は発光部４６を点灯させな
いように制御するような構成が好ましい。
【００４９】
　このような構成によれば、一定値（第２の閾値）以上の大きな衝撃に対して、ＬＣＤ表
示部２１等の点灯動作をさせないようにすることができるので、使用者が意図しないとき
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にＬＣＤ表示部２１等が誤って点灯動作しないように制御することができ、また、点灯表
示を行うために加えられた動作と、そうでない動作とを識別し、充電池５０の消耗を回避
することができる。
【００５０】
　また、ＣＰＵ４９は、第１の閾値を変更可能で有り、加速度センサ４５にて第１の閾値
以上の加速度を検出しない状態が所定時間継続すると、第１の閾値を低下させるような構
成が好ましい。
【００５１】
　例えば、携帯電話装置１が卓上に載置されているときには、携帯電話装置１に振動を加
えても、大きな加速度を生じさせることが困難なため、携帯電話装置１が叩かれても、Ｌ
ＣＤ表示部２１等の点灯動作が行われなくなってしまう。
【００５２】
　そこで、加速度センサ４５が所定時間以上加速度を検出しないときには、卓上に載置さ
れているものと推定し、第１の閾値の設定を低下させる。
【００５３】
　このような構成によれば、加速度センサ４５は、使用者により与えられた小さな振動を
検出することができ、振動が加えられた面に設けられているＬＣＤ表示部２１等の点灯動
作を行わせることができる。
【００５４】
　また、ＣＰＵ４９は、加速度センサ４５が所定時間以上第１の閾値以上の加速度を検出
しないときには、加速度センサ４５の状態に基づいて鉛直方向を特定し、当該特定した鉛
直方向の動きに起因する加速度のみを抽出することが好ましい。
【００５５】
　このような構成によれば、加速度センサ４５による加速度の検出方向を鉛直方向のみに
限定することができ、使用者により与えられた小さな振動を検出し、振動が加えられた面
に設けられているＬＣＤ表示部２１等の点灯動作を確実に行わせることができる。
【００５６】
　また、携帯電話装置１は、平面載置時に、載置面に接している箇所を支点として、当該
筐体を載置面に対して揺り動かすことが可能な形状であることが好ましい。例えば、携帯
電話装置１の各面が、外側に膨張した円弧形状により形成されている。また、例えば、図
５（Ａ）に示すように、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが互いに開いた状態でＬ
ＣＤ表示部２１を上にして机の上等に載置すると、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３
を連結するヒンジ機構４部分の段差により、いずれかの筐体が机の上に浮いた状態となる
。この状態で、浮いた側の筐体を指で軽く叩くことにより、ヒンジ機構４部分を支点とし
て携帯電話装置１を上下に揺り動かすことができる。そして、ＣＰＵ４９は、Ｇ面あるい
はＨ面の発光部４６、ＬＣＤ表示部２１を点灯させることとなり、加速度の生じにくい卓
上載置時であっても、容易に加速度を検出することができる。
【００５７】
　このような構成によれば、例えば、携帯電話装置１が卓上に載置されているときに、平
面を叩いたとき、卓上平面に接している箇所を支点として、携帯電話装置１を卓上平面に
対して上下方向に揺り動かすことができ、この動きを加速度センサ４５に検出させ、叩か
れた面に設けられているＬＣＤ表示部２１等の点灯動作を行わせることができる。
【００５８】
　なお、本構成は、上述した構成（ＣＰＵ４９により、加速度センサ４５が所定時間以上
加速度を検出しないときに、第１の閾値を低下させるような構成、又はＣＰＵ４９により
、加速度センサ４５が所定時間以上加速度を検出しないときには、現在の筐体の軸方向に
基づいて鉛直方向を特定し、当該特定した鉛直方向の動きに起因する加速度のみを抽出す
る構成）と組み合わせても良い。
【００５９】
　また、ＣＰＵ４９は、加速度センサ４５により第１の閾値以上の最初の加速度を検出す
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ると、加速方向を特定し、さらに当該加速方向とは反対方向への加速を加速度センサ４５
により検出した場合には、ＬＣＤ表示部２１、サブＬＣＤ表示部３０又は発光部４６を点
灯するように制御し、また、加速方向とは反対方向への加速を加速度センサ４５により検
出しなかった場合には、ＬＣＤ表示部２１、サブＬＣＤ表示部３０又は発光部４６を点灯
しないように制御する構成であっても良い。
【００６０】
　このような構成によれば、ＬＣＤ表示部２１等の点灯動作を限定することができ、使用
者が意図しないときにＬＣＤ表示部２１等が誤って点灯動作しないように制御することが
でき、また、点灯表示を行うために加えられた動作と、そうでない動作とを識別し、充電
池５０の消耗を回避することができる。すなわち、単に落下したような場合には点灯動作
を行わないが（加速方向とは反対方向への加速が生じないため）、携帯電話装置１を手に
持った状態において一の面を叩くと、保持した側の手による反動を逆方向の速度として検
出して、点灯動作を行う。したがって、このような構成によれば、例えば、手で保持して
いるときにのみ点灯制御可能にする等の新たな発光条件を加えることができ、ユーザビリ
ティの向上につながる。
【００６１】
　また、携帯電話装置１の電源がＯＦＦの状態であれば、加速度を加えても発光動作を行
わないため、携帯電話装置１の電源がＯＦＦの状態にあるか否かについて、使用者に簡易
に確認させることができる。
【００６２】
　また、本実施例では、携帯電子機器の一例である携帯電話装置１について説明を行った
が、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａ
ｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）、ポータブルナビゲーション装置、ノートパソコン等であっても良い
。
【００６３】
　＜実施例１＿一軸タイプ＞
　ここで、ヒンジ機構４が一軸タイプである場合の携帯電話装置１において、加速度セン
サ４５により加速度を検出したときのＣＰＵ４９の動作について図６に示すフローチャー
トを用いて説明する。なお、以下では、使用者により携帯電話装置１のいずれかの面が、
第１の閾値以上の加速度が生じる程度の強さで叩かれたものとする。
【００６４】
　また、携帯電話装置１の各面は、図４に示すように、操作部側筐体部２と表示部側筐体
部３とが閉状態の場合において、サブＬＣＤ表示部３０が設けられている面をＡ面とし、
Ａ面の左側面をＢ面とし、Ａ面の右側面をＣ面とし、Ａ面の上面をＤ面とし、Ａ面の下面
をＥ面とし、Ａ面の裏面をＦ面とし、また、図５に示すように、操作部側筐体部２と表示
部側筐体部３とが開状態の場合において、ＬＣＤ表示部２１が設けられている面をＧ面と
し、操作部１１が設けられている面をＨ面とする。
【００６５】
　ステップＳ１において、加速度センサ４５は、加速度の変化を検出する。加速度センサ
４５は、加速度データをＣＰＵ４９により読み出される。
【００６６】
　ステップＳ２において、ＣＰＵ４９は、加速度センサ４５から供給された加速度データ
に基づいて、加速度の方向と大きさを算出し、叩かれた面を算出する。また、開閉検出セ
ンサ４８は、検出結果（フラグの状態）をＣＰＵ４９に供給する。
【００６７】
　ステップＳ３において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ２の工程により開閉検出センサ４８
から供給される検出結果から、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが、開状態である
か、又は閉状態であるかを判断（フォルダの状態を判断）する。開状態の場合には、ステ
ップＳ４に進み、閉状態の場合には、ステップＳ７に進む。
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【００６８】
　ステップＳ４において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ２の工程により加速度センサ４５か
ら供給された加速度データに基づいて、叩かれた面を判断する。叩かれた面がＧ面又はＨ
面の場合、ステップＳ５に進む。また、叩かれた面がＡ面又はＦ面の場合には、ステップ
Ｓ６に進む。
【００６９】
　ステップＳ５において、ＣＰＵ４９は、Ｇ面とＨ面とに設けられているサブＬＣＤ表示
部３０や発光部４６が内部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御す
る。なお、ＣＰＵ４９は、Ｇ面が叩かれたときには、Ｇ面に設けられているサブＬＣＤ表
示部３０や発光部４６を内部状態に応じて点灯動作し、Ｈ面が叩かれたときには、Ｈ面に
設けられている発光部４６を内部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を
制御しても良い。
【００７０】
　また、ステップＳ６において、ＣＰＵ４９は、Ａ面とＦ面に設けられている発光部４６
が内部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御する。なお、ＣＰＵ４
９は、Ａ面が叩かれたときには、Ａ面に設けられている発光部４６を内部状態に応じて点
灯動作し、Ｆ面が叩かれたときには、Ｆ面に設けられている発光部４６を内部状態に応じ
て点灯動作するように電源制御回路部４７を制御しても良い。
【００７１】
　また、ステップＳ７において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ２の工程により加速度センサ
４５から供給された加速度データに基づいて、叩かれた面を判断する。叩かれた面がＡ面
場合、ステップＳ６に進む。また、叩かれた面がＡ面以外の面（Ｂ面乃至Ｆ面）の場合に
は、ステップＳ８に進む。
【００７２】
　ステップＳ８において、ＣＰＵ４９は、叩かれた面（Ｂ乃至Ｆ面）に設けられている発
光部４６が内部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御する。
【００７３】
　このようにして、本発明に係る携帯電話装置１は、使用者が携帯電話装置１を叩いた場
合に、その叩いた面に設けられているＬＣＤ表示部２１やサブＬＣＤ表示部３０や発光部
４６を内部状態に応じて点灯させるので、例えば、サブＬＣＤ表示部３０により時計表示
を行わせる際に、サブＬＣＤ表示部３０が設けられている面のどこかを叩くことにより、
サブＬＣＤ表示部３０に時計表示を行わせることができ、かつ、ＣＰＵ４９に大きな処理
負担を与えることがない。また、サブＬＣＤ表示部３０が設けられている面に、時計等の
状態を確認するための押圧操作キーを設ける必要がなく、デザイン及び設計の自由度を図
ることができる。また、筐体がどの方向を向いても、叩いた面に対応する発光部４６が内
部状態に基づいた色で発光するため、容易に内部状態を視認できる。
【００７４】
　＜実施例２＿二軸タイプ＞
　ここで、ヒンジ機構４が二軸タイプである場合の携帯電話装置１において、加速度セン
サ４５により加速度を検出したときのＣＰＵ４９の動作について図７及び図８に示すフロ
ーチャートを用いて説明する。なお、以下では、使用者により携帯電話装置１のいずれか
の面が、第１の閾値以上の加速度が生じる程度の強さで叩かれたものとする。
【００７５】
　また、二軸タイプの携帯電話装置１は、携帯電話装置１を開状態及び閉状態に変形可能
とすると共に、開状態及び閉状態それぞれにおいて表示部側筐体部３を表状態と裏状態と
に切り替えることができる。また、携帯電話装置１は、表示部側筐体部３が表状態になっ
ているか、又は裏状態になっているかを検出する状態検出センサを有している。ＣＰＵ４
９は、状態検出センサから供給される状態検出結果によって、表示部側筐体部３の状態を
把握することが可能となっている。
【００７６】
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　したがって、携帯電話装置１の各面は、図９に示すように、操作部側筐体部２と表示部
側筐体部３とが閉状態の場合であって、かつ表示部側筐体部３が裏状態の場合において、
サブＬＣＤ表示部３０が設けられている面をＡ面とし、Ａ面の左側面をＢ面とし、Ａ面の
右側面をＣ面とし、Ａ面の上面をＤ面とし、Ａ面の下面をＥ面とし、Ａ面の裏面をＦ面と
し、また、図１０に示すように、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが閉状態の場合
であって、かつ表示部側筐体部３が表状態の場合において、ＬＣＤ表示部２１が設けられ
ている面をＧ面とする。また、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが開状態の場合に
露出される操作部１１が設けられている面をＨ面とする。
【００７７】
　ステップＳ１１において、加速度センサ４５は、加速度の変化を検出する。加速度セン
サ４５は、加速度データをＣＰＵ４９により読み出される。
【００７８】
　ステップＳ１２において、ＣＰＵ４９は、加速度センサ４５から供給された加速度デー
タに基づいて、加速度の方向と大きさを算出し、叩かれた面を算出する。また、開閉検出
センサ４８は、検出結果（フラグの状態）をＣＰＵ４９に供給する。
【００７９】
　ステップＳ１３において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ１２の工程により開閉検出センサ
４８から供給される検出結果から、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが、開状態で
あるか、又は閉状態であるかを判断（フォルダの状態を判断）する。開状態の場合には、
ステップＳ１４に進み、閉状態の場合には、ステップＳ２０に進む。
【００８０】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ４９は、状態検出センサから供給される状態検出結果
から、表示部側筐体部３が表状態か裏状態かを判断し、Ｇ面とＨ面とが同一面になってい
るか否かを判断する。Ｇ面とＨ面とが同一面になっている場合には、ステップＳ１５に進
み、Ｇ面とＨ面とが同一面になっていない場合には、ステップＳ１８に進む。
【００８１】
　ステップＳ１５において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ１２の工程により加速度センサ４
５から供給された加速度データに基づいて、叩かれた面を判断する。叩かれた面がＧ面の
場合には、ステップＳ１６に進み、叩かれた面がＡ面の場合には、ステップＳ１９に進み
、叩かれた面がＢ面乃至Ｆ面及びＨ面の場合には、ステップＳ１７に進む。
【００８２】
　ステップＳ１６において、ＣＰＵ４９は、Ｇ面に設けられているＬＣＤ表示部２１が内
部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御する。
【００８３】
　ステップＳ１７において、ＣＰＵ４９は、叩かれた面（Ｂ面乃至Ｆ面又はＨ面）に設け
られている発光部４６が内部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御
する。
【００８４】
　また、ステップＳ１８において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ１２の工程により加速度セ
ンサ４５から供給された加速度データに基づいて、叩かれた面を判断する。叩かれた面が
Ｆ面の場合には、ステップＳ１９に進み、叩かれた面がＧ面の場合には、ステップＳ１６
に進み、叩かれた面がＢ面乃至Ｆ面及びＨ面の場合には、ステップＳ１７に進む。
【００８５】
　ステップＳ１９において、ＣＰＵ４９は、Ｆ面に設けられているサブＬＣＤ表示部３０
が内部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御する。
【００８６】
　また、ステップＳ２０において、ＣＰＵ４９は、状態検出センサから供給される状態検
出結果から、表示部側筐体部３が表状態か裏状態かを判断し、Ｇ面が露出しているかどう
かを判断する。表示部側筐体部３が表状態（Ｇ面が露出している状態）の場合には、ステ
ップＳ２１に進み、表示部側筐体部３が裏状態（Ｇ面が露出していない状態）の場合には
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、ステップＳ２４に進む。
【００８７】
　ステップＳ２１において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ１２の工程により加速度センサ４
５から供給された加速度データに基づいて、叩かれた面を判断する。叩かれた面がＧ面の
場合には、ステップＳ２２に進み、叩かれた面がＧ面以外の面（Ｂ面乃至Ｆ面）の場合に
は、ステップＳ２３に進む。
【００８８】
　ステップＳ２２において、ＣＰＵ４９は、Ｇ面に設けられているＬＣＤ表示部２１が内
部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御する。
【００８９】
　ステップＳ２３において、ＣＰＵ４９は、叩かれた面に設けられている発光部４６が内
部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御する。
【００９０】
　また、ステップＳ２４において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ１２の工程により加速度セ
ンサ４５から供給された加速度データに基づいて、叩かれた面を判断する。叩かれた面が
Ａ面の場合には、ステップＳ２５に進み、叩かれた面がＡ面以外の面（Ｂ面乃至Ｆ面）の
場合には、ステップＳ２３に進む。
【００９１】
　ステップＳ２５において、ＣＰＵ４９は、Ａ面に設けられているサブＬＣＤ表示部３０
が内部状態に応じて点灯動作するように電源制御回路部４７を制御する。
【００９２】
　このようにして、本発明に係る携帯電話装置１は、使用者が携帯電話装置１を叩いた場
合に、その叩いた面に設けられているＬＣＤ表示部２１やサブＬＣＤ表示部３０や発光部
４６を内部状態に応じて点灯させるので、例えば、サブＬＣＤ表示部３０により時計表示
を行わせる際に、サブＬＣＤ表示部３０が設けられている面のどこかを叩くことにより、
サブＬＣＤ表示部３０に時計表示を行わせることができ、かつ、ＣＰＵ４９に大きな処理
負担を与えることがない。また、サブＬＣＤ表示部３０が設けられている面に、時計等の
状態を確認するための押圧操作キーを設ける必要がなく、デザイン及び設計の自由度を図
ることができる。また、筐体がどの方向を向いても、叩いた面に対応する発光部４６が内
部状態に基づいた色で発光するため、容易に内部状態を視認できる。
【符号の説明】
【００９３】
１　携帯電話装置
２　操作部側筐体部
３　表示部側筐体部
４　ヒンジ機構
１１　操作部
２１　ＬＣＤ表示部
３０　サブＬＣＤ表示部
４５　加速度センサ
４６　発光部
４７　電源制御回路部
４８　開閉検出センサ
４９　ＣＰＵ
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